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1 `よ じめに

2008年か ら2012年までの京都議定書の約

束期間が始 まった。 日本は温室効果 ガスの

排出削減に関す る国際的な約束 を果た さな

ければならない。その際、2013年以降 も継

続 して削減す ることも念頭に置 く必要があ

る。2013年以降のいつ までにどの くらい削

減 しなければならないかについては、現在、

科学的に、経済学的に研究が進め られ、そ

れ をもとに2009年の末に開催 され る気候変

動枠組条約の第15回会合で合意予定である。

世界全体の排出量 目標 を決めて も、各国

の分担 を決めなければ無意味である。実は

この分担、 とりわけ先進国 と途上国の分担

が大問題で、そのために世界全体の 目標 に

合意す ることが難 しい。先進国 としての 日

本の分担はそれにな りに重いことは間違い

ない。

日本 は、2002年6月 に京都議定書 を批准

した ときも、2005年2月 に議定書が発効 し

たときも、2008年1月 に京都議定書の約束

期間が始 まったときも、従来か らの政策の

拡張や強化 を行 うのみで、新たな枠組み と

なる政策 を導入 しなかった。それが福田前

首相の政治的判断 によって、急返2008年10

月か ら排 出量取 引 を試 行実施す ることに

なった。

排出権取引関連で さまざまな取 り組みが

2

あり、何が本質 なのかや、相互の関係がわ

か りにくくなっている。本稿では、国内外

の排出権取引の状況 について解説 しつつ、

どのような排出権取引がよいのかを論 じる。

2 排 出権取引 とは

よその国 が始 めたか ら日本 で もで はな

く、何のために排出権取引なのかを確認 し

ておこう。通常の排出規制は、規制が課 さ

れたら、自ら排出を削減 してそれ を達成 し

なければな らない。排出権取引の場合、排

出権 を買 って くれば、その分排出を減 らさ

なくてよい。 よけいに減 らした ら、余 った

排出権 を売 ることがで きる。企業 は、排出

権の価格 と自らもう 1単 位削減す る費用 を

比較 して、削減量 (排出量)と 排出権の売

買量 を決める。企業 は取引によって費用負

担 を軽減で きるし、社会全体 として も最小

の費用で 目標 を達成で きる。 目標 を最小の

費用で達成す るとい う考 えは、経済学には

かな り前か らあったが、環境政策の現場 に

広 く普及 したのは京都議定書がきっかけで

ある。 日本には総量規制 と呼ばれ る規制が

あるけれども、厳密な総量規制 にはなって

いない。厳密な総量規制 を従来の排出規制

で行 うことは難 しいが、排出権取引ならで

きる。

排出権取引は肖1減につなが らないと批判



され ることがある。確かに、取引自体は、

売 り手 と買い手の合計の排出量 を増や しも

減 らしもしないが、排出権の発行量 を少な

くす ることによって肖1減を行 う。将来の 目

標年の排出権の発行量 と配分を決定すると、

その 目標年 までに削減投資や取引が行われ

る。買い手は、自分で削減す るのではなく、

売 り手が削減 した結果余 った排出権 を買 う

のである。

京都議定書は、i日ソ連、東欧の国々に、

実際 の排 出量 よ り多い排 出量 目標 を与 え

た。そのために、それ らの国には何 ら肖J減

を行わな くて も排出権 が余 っていて、それ

を日本が買 うと、その分取引後に排出量が

増 える。将来の排出量 を予測す るのが難 し

いことが、過大 な排出量 目標のひ とつの原

因である。

京都議定書の国際排出権取引で、最 もエ

ネルギー効率のよい 日本が排出権の買い手

なのはおか しいとい う意見がある。追加的

に 1単 位削減す るための限界費用が排出権

の市場価格 よ り高ければ、買い手である。

日本はどんな理屈 をつ けて も削減 しなくて

もよい とはならないであろうし、排出肖1減

の限界費用が高いか ら、どう転んで も買い

手である。

景気が悪いか らどうせ排出量は減 るだろ

うし、厳 しい規制 をしなくて もよいのでは

ないかとい う意見 もあるだろう。排出権取

引では、景気が悪 くなると排出権の需要が

減 り、排出権価格 は下がる。従 って、景気

の悪化に追い打ちをかけるようなことはな

い。 これが環境税だと、い くら景気が悪 く

て排出量が減 って も、税率 を変更 しない限

りさらに削減す ることになる。

3 国 際動向

京都議定書は、先進国の排出量 目標 に関

す る約束であると同時に、国際的な排出権

取引 を認めた。 日本は、ハ ンガ リーなど、

日標に余裕のある国か ら排出権 を買 ってい

る。排出量 目標 を約束 していない途上国で

排出削減 プロジェク トを実施 し、排出削減

量 を排出権 として認証 し、それ を排出量 目

標 を約束 した国が獲得す るク リーン開発 メ

カエズ ム (CDM)と い う しくみ もある。

CDMプ ロジェク トは、国連 に登録 され た

ものだけで1261件 (2008年12月14日 )に 達

し、2012年までの排出削減の見込み量 は13

億7000万 トンに達 している
1。
CDMク レジッ

トの価格が 1ト ン10ドル とす ると、年間27

億 ドル以上の資金が先進国か ら途上国に移

転す ることになる。 これ までの地球環境問

題に関す る先進国か ら途上国への資金移転

よりはるかに大 きな規模の移転が実現 して

いる。

欧州連合加盟国は、2005年か ら、二酸化

炭素について国内および加盟国間で排出権

取 引 を開始 した (以下EU―ETSと 呼 ぶ )。

EU―H幡 では、排出権 をアロワンスと呼ぶ。



欧州連合に加盟 していない ノル ウェーなど

もこれに参加 して、30ヵ国で実施 している。

2008年の ア ロワ ンス価格 は、二酸 化炭素

1ト ンにつ き20ユーロ程度で安定 していた

が、最近 は景気悪化の影響で15ユーロ程度

に下落 してい る。EU―ETSは 、アロワンス

の初期配分 に問題 点 が指摘 され たので、

2013年以降改正す ることが決 まった。

アメリカは京都議定書 を批准 していない。

しか し議会では排出権取引に関す る法案が

い くつ も上程 されている。アメ リカの排出

権取引法案で特徴 的 なの は、EU―ETSが 排

出源に排出量分のアロワンスの提出を義務

づけるのに対 し、化石燃料の国内出荷業者

にアロワンスの提出を義務づけることであ

る。そのような排出権取引を上流型排出権

取引、あるいはエコノミーワイ ドな排出権

取 引 と呼ぶ。EU―ETSの 場合、大規模 な排

出源 しか対象にで きないので、全温室効果

ガ ス排 出量 の約40%し か対 象 にで きない

が、上流型の場合、化石燃料起源の二酸化

炭素排出のほ とんどをコン トロール対象に

で きる。大規模排出源だけでな く、家庭や

自動車、中小企業などもカバー され る。化

石燃料出荷業者 に配分 され る排出権の量は

現在の出荷量 より少ないので、化石燃料の

卸売価格や小売価格 が上がる。それで化石

燃料の需要が減 り、二酸化炭素の排出量 も

減 るのである。

4 国 内動向

(1)環 境省 自主参加型国内排出量取引制度

環境省が2005年度か ら実施 している自主

参加型 国内排 出量取引制度
2で

は、二酸 化

炭素排出削減の投資に対す る 1/3の 補助

金 を条件 に、排出量 目標 を約束す る。排出

権の ことを排出枠 と呼ぶ。排出量 目標 を約

束 した参加者 はきわめて少な く、第 1期 は

たったの31社であった。二酸化炭素排出削

減は、すなわち省エネであるか ら、エネル

ギー費用 も減 る。 1/3の 補助金 をもらう

ことによって、補助金がなければ行われな

かった投資 まで行われ るようになる。 しか

し排出削減投資を決めているのは補助金 と

エネルギー価格であって、排出枠の価格で

はない。従 って、 これは本来の排出権取引

とは異 なるものである。

(2)東 京都

東京都は、日本の自治体 としては初めて、

二酸化炭素 を対象 として、2010年度か ら肖1

減 を義務化 し、排出量取引を認める
3。

経団

連の反対 を受 けなが らも、海外 との交流 も

行いながら、2008年に条例の改正を実現 した。

この排出量取引にはい くつかの特徴があ

る。第 1に 、製造業だけでな く、オフ ィス

等の業務部門の大規模排 出源 も対象 とす

る。 この点 も世界に前例 がない。東京都の

場合、製造業か らの排出が少ないのが要因

である。



第 2に 、この排出量取引は、ベースライ

ン ・ア ン ド・クレジッ ト理型 (B&C)と Lヽ

うもので、欧州連合の導入 したキャップ ・

アンド・トレー ドJ』 (C&T)と は異なる。

C&Tは 、排出量目標分の排出権が発行配分

され、それがすべて取引可能である。B&C

では、排出量 目標 を下回って削減 した場

合、その差分だけの取引可能な排出権を発

行する。従って、同じ排出量目標でも、B&C

の場合、C&Tよ り排出権の発行量が少ない。

またC&Tが 事前に排出権を発行配分するの

に対 し、B&Cは 排出削減 が実現 した後に

排出権を発行配分する。排出権取引として

のパフォーマンスは、事前に排出権を配分

するC&Tの 方がよい。では、なぜ東京都は

B&Cを 採用 したのか。C&Tの 場合、最初に

排出権を配 りすぎた場合、何 ら削減 しなく

ても、余っている排出権を売ることができ

るからであろう。 しかしそれは配 りすぎた

場合に起 こることで、配 りすぎなければよ

いのである。

第 3に 、電力消費に伴 う二酸化炭素の排

出も対象にする。電力消費者自身が発電を

しているわけではないが、電力を消費すれ

ば二酸化炭素を排出 したと見なし、電力消

費を抑制すれば、その分二酸化炭素の排出

を削減 したとみなす。この方法は電力消費

の肖1減を促すけれども、二酸化炭素の排出

が少ない発電方法を促す効果はない。

第 4に 、総量削減義務を課 されない中小

企業の削減 を目標達成 に利用で きる
4。

第5

に、グ リーン電力証書 を購入 した場合に、

排 出削減 と見 なす。 グ リー ン電 力証 書 と

は、再生可能エネルギーで電力が発電 され

たことを証明す るもので、電力自体 とは別

に流通す る
5。

再生可能 エ ネル ギーによる

発電 は二酸化炭素 を排出 しない。 しか し再

生可能エネルギーによる発電 は、化石燃料

による発電 よリコス トが高い。そこでその

差額 を自発的に負担す るかわ りに、グ リー

ン電力証書 を獲得す る。それ自体はボラン

タリなものであるが、東京都が排出削減義

務達成の手段 として認めると、ボランタリ

ではなくなる。再生可能エネルギーについ

ては、発電 に関す るRPS法 による法的義務

がある。今後、バ イオ燃料 などについて新

たな法的義務が課 され るか もしれない。グ

リーン電力証書 ガイ ドラインが記 している

ように、RPS法 によって発電 された電 力に

グ リーン電力証書 を発行す ると二重計算に

なる点に注意 を要す る。

京都議定書は先進国の排出量 目標 を決め

ているけれ ども、それは取引可能である。

日本全体 としての排出量 目標 を約束 したけ

れ ども、国際排 出権取 引やCDMが 利 用可

能で、国内の削減 と国外の削減の合計でそ

の 目標 を達成すればよい。 また日本国内の

各自治体に排出量 目標が割 り当て られてい

るわけではない。東京都の排出量取引では、

都外の事業所の肖1減量 も一定範囲でカウン



卜で きる。 この場合、当該事業所が立地す

る自治体 と削減量がダブル カウン トされ る

可能性がある。

(3)オ フセ ッ ト

オフセ ッ トにはい くつかの異 なる意味が

ある。 まず欧州連合のように国内で排出権

取引を実施 している場合、その対象外の排

出施設か らの排出削減 をクレジッ トとして

認証 し、排出権取引対象施設が獲得 して 目

標達成 に使 えるようにす ることをオフセッ

トと呼ぶ。

日本では、自発的に他者の排出削減プロ

ジェク トに対 して費用負担 を行い、排出削

減の証書 を獲得す ることをオフセ ッ トと呼

んでい る
6。

自 らの排 出 を相殺す るので あ

る。 このオ フセ ッ トにはCDMが 使 われ る

こともある。

もっとも有名 なのは、カーボンオフセ ッ

ト年賀状 で あろ う
7。

ヵ_ボ ンオ フセ ッ ト

年賀は、通常50円の年賀 はが きを55円で販

売 し、 その差額 をCDMプ ロジェク トに投

資す る。獲得 されたクレジッ トは、国に提

出 して国の 目標達成 に使われ る。平成20年

度の場合、集 まった約7500万円の資金に 日

本郵 便の同等額 の マ ッチ ング寄付金 を加

え、約 1億 5000万円が投資 された。そのほ

かの事例 としては、 イベ ン ト開催にともな

う温室効果 ガス排出を、主催者がオフセ ッ

トす る例 や、雑誌 がCDM事 業 に出資 して

6

いる事例などがある。

このようなオフセットで重要なのは、本

当に排出が削減 されているのかという点で

ある。CDMの 場合、国連が認証 している

ので信頼するほかないだろう。実はCDMプ

ロジェク トについても、本当に削減 されて

いるのかどうか疑問視 している人は多い。

日本国内の排出削減については、さらに注

意を要する。日本全体 として排出量目標が

あるので、本来各主体になにが しかの排出

削減義務、あるいは排出量目標があるはず

だが、今のところそのような法的規定はな

い。各主体の排出削減義務を超 えて排出削

減 した場合に、その分は他の主体に譲渡 し

ても問題ないが、排出削減義務内の削減を

他の主体に譲渡 したら、獲得 した主体はそ

の分排出削減を行わないので、オフセッ ト

によってかえって排出量が増えて しまう。

環境省が、オフセット・クレジットの信頼

性を確保するためにコミットしたが
8、これ

はたいへん難 しいことであるし、後に義務

を課すときにそれまでのボランタリな取 り

組みをどう考慮するかが問われるであろう。

(4)試 行排出量取引

国が始める 「試行排出量取引スキーム」

では、事業所、企業、企業グループが自主

的に排出量 目標を設定 して取引を行 う
9。

報道によれば、業界団体としての参加 も認

め、鉄鋼や自動車は業界として参加する。



排出量目標は原単位 目標でもよい。また国

内で自主行動計画に参加 していない中小企

業等が行 う排出削減をクレジットとして認

証 し、自主的に目標を設定 した主体がそれ

を獲得すれば目標達成に使える。さらに、

京都議定書のもとで海外から獲得可能なク

レジットも自主 目標の達成に使える。自主

行動計画はすでに実施 されているし、京都

クレジットの利用 もすでに行われているか

ら、このスキームの新 しい点は、自主的排

出量 目標を過乗1達成 した者が、その過剰達

成分を売れるということ、そして中小企業

の削減 も獲得できるという2点 である。

排出権取引では、本来、売 り手と買い手

の排出量の合計は、増えもしないし減 りも

しない。 しかし中小企業で排出削減を判断

する基準によっては、このような制度がな

くても減るはずだった分がクレジットとし

て認証 され、クレジットを獲得 した者は、

当然その分排出を増やすから、取引によっ

て排出量を増や してしまう可能性がある。

京都議定書 におけるCDMの ベースライン

設定 と同 じ問題がある。CDMと 異なるの

は、日本は、国全体として排出量を削減 し

なければならないという点である。中小企

業自身に削減を要求 しなくてもよいのかど

うかが、どの程度を取引可能なクレジット

として認証するかに関わる。

また、中小企業等が行う排出削減は規模

が小 さいし、それをクレジッ ト化する手続

きにも手間、費用がかかる。一般 に、排出

量 目標 を持つ者 ど うしの取 引 が主 で あっ

て、排出量 目標 を持たない者 との取引は従

で ある。小規模排 出源 を対象 に したけれ

ば、上流型排出権取引に中小企業 に対す る

支援 を組み合わせた方がよい。

そのほか、 自主 的排 出量 目標 で あ るこ

と、対象 となる排出源の定義が明確でない

こと、原単位 目標 を認めていることなど試

行スキームは問題点が多い。 これ らは ヨー

ロッパが15年も前か らたどった道である。

試行 しな くて も結果は予想で きる。 この試

行 に よって、先 行す る ヨー ロ ッパ の経験

や、それにともなう経済学研究の進展 に さ

らに付け加 えるべ き知見が得 られ るとは思

わない。
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